
 

  令和８年度 第６９回 

  島 田 市 民 文 化 祭 
  ～しあわせ実感・しまだ楽習～ 

 

主催 島田市  主管 島田市民文化祭実行委員会 
 

1. 会期 令和 8 年 11 月 21 日(土) ～ 11 月 23 日(月・祝) 9：30～16：30 (最終日は 16 時まで) 

会場 プラザおおるり 1 階 展示ホール 
 

2. 応募規定 

⑴ 出品資格 作品受付時に 島田市に在住、在勤、在学の方 

 島田市内に活動の拠点がある団体、教室に所属している方 

⑵ 作品規定と作品点数（展示に必要な装備、経費は出品者負担となります） 
部門 作品 作品規定 注意事項 

短歌 1 人 1 首 

第 69 回 島田市民文化祭 文芸 7 部門 出品票を使用

すること 

指定用紙を使用すること 

必要な個所にはフリガナを

記入してください 

俳句 
1 人 1 句 

川柳 

随筆 1 人 1 編 10 枚以内 

・A4 サイズの 400 字詰め原稿用紙を

使用すること 

・データでの提出も可能 

本編とは別に表紙を用意し 

・部門 

・題名 

・氏名 (本名、フリガナ) 

・ペンネーム (任意) 

以上を記載してください 

小説 1 人 1 編 50 枚以内 

自由文 1 人 1 編 
制限なし 

詩 1 人 1 編 

 

3. 応募申込 

⑴ 出品料 いずれの部門も 1,000 円 です。※高校生以下は出品料無料です 

⑵ 応募書類 第 69 回島田市民文化祭文芸 7 部門出品票 

⑶ 応募方法 下記のいずれかの方法で提出 

直接持参する場合 

応募期間 
令和 8 年 7 月 17 日(金)～7 月 24 日(金) 9 時～15 時 

     7 月 24 日(金)のみ 10 時～12 時 おおるり第 1 会議室 

受付場所 島田市民文化祭実行委員会事務局（プラザおおるり東館 1 階） 

出品料 1,000 円を受付にてお支払いください 

郵送の場合 
応募期間 

令和 8 年 7 月 17 日(金)～7 月 24 日(金) 必着 

応募書類を事務局まで郵送 

出品料 1,000 円を定額小為替にして出品票と一緒に送付してください。 

メール提出の場合 

応募期間 令和 8 年 7 月 17 日(金)～7 月 24 日(金) 15 時まで 

受付場所 氏名、住所、電話番号、部門、作品を記載・添付し事務局まで送付 

出品料 指定口座へお振込みください（手数料は出品者負担） 

郵送・メールの場合
の注意事項 

作品受付後、5 営業日程で領収書をお送りいたします。 

1 週間経過しても領収書が届かない場合は、事務局までご連絡ください。 
 

4. 作品の展示準備、搬出 
 日時 会場 

展示準備 １１月 20 日(金) 14 時～ プラザおおるり 1 階 展示ホール 

搬出 １１月 23 日(月・祝) 16 時～17 時 プラザおおるり 1 階 展示ホール 

⑴ R7 年度より、作品の展示方法が変更になりました。ご自身の出品作品を、以下の指定用紙に清書し、 

11 月 20 日の展示設営の際にお持ちください。 

短歌・・・色紙 俳句・川柳・・・短冊（363 ㎜×75 ㎜広幅を使用してください） 

詩・自由文・随筆・小説は変更ありません 

文芸 7部門 募集要項 



 

 
 

5. 審査結果 

⑴ 審査結果は、受賞された方のみ郵送で通知するとともにホームページ上に掲載します。結果につきましては島

田市文化協会ホームページもしくは SNS にてご確認をお願いいたします。 

⑵ 審査結果についての異議は受理しません。 

⑶ 市長賞作品につきましては、公共施設等にて一般公開します。 

 

6. 賞及び表彰式について 

⑴ 審査の結果、優秀作品には「島田市長賞」「教育長賞」「実行委員長賞」「奨励賞」を授与します。 

（応募状況その他の事情により、各賞の授与数は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください） 

⑵ 表彰式は、令和 8 年 11 月 29 日(日) プラザおおるり大会議室にて行います。 

受賞者には別途詳細を連絡します。 

 

7. 注意事項 

⑴ 出品作品は出品者本人の創作であり未発表のもの。 

⑵ また、未発表のものであれば過去３年以内の作品も可とします。 

⑶ 作品（題名含む）の公表に当たり、肖像権や著作権などの第三者の権利を侵害することのないよう十分ご留意

願います。万が一トラブルが発生した場合は、応募者がご自身の責任により解決していただきます。また、第三

者の権利を侵害する恐れがある場合、第三者より権利侵害の申し出があった場合は、主催者の判断にて展示

を取りやめることがあります。 

⑷ 刊行物について、出品された作品は、島田市又は島田市民文化祭実行委員会が作成する作品集、広報紙、

ホームページ掲載、記録の目的のために刊行する刊行物（データ含む）にその全部または一部が掲載されます

のでご了承ください。これらの刊行物の著作権は、刊行者に帰属します。 

 

8. 申し込み先・お問い合わせ 

〈申込先・問い合わせ先〉 

島田市民文化祭実行委員会事務局（島田市文化協会内） 

〒427-0042 島田市中央町 5-1 プラザおおるり東館 1 階 

TEL 0547-36-5420  FAX 0547-39-3221 

Email shimadabunkyou@gmail.com 

※直接持参の場合やお電話でのお問合せは 

 平日 9：00～15：00 までにお願いします(土日祝休業) 

 

〈振込先〉 

金融機関 ： 島田掛川信用金庫 

         島田本店営業部 

口座番号 ： 普通 0903310 

口座名義 ： 島田市文化協会 

         会計 安達原 ほすみ 

※振込手数料につきましては、出品者様のご負担でお願いし

ます 

 


